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   開     議 

 

 

○平 進介議長 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、ございませ

ん。 

 よって、ただいまの出席議員は定足数に達し

ております。 

 なお、赤間 広議員から資料の配付について

申出があり、会議規則第150条の規定により許

可いたしましたので、ご報告いたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○平 進介議長 日程第１、市政一般に関する質

問を昨日に引き続き行います。 

 それでは順次、ご指名いたします。 

 

 

 赤間𣳾広議員の質問 

 

 

○平 進介議長 順位５番、議席番号11番、赤間

𣳾広議員。 

  （11番赤間𣳾広議員登壇） 

○１１番 赤間𣳾広議員 おはようございます。

公明党の赤間𣳾広でございます。 

 質問に入らせていただきます前に、このたび

の新型コロナウイルス感染症の影響を受けてお

亡くなりになりました方々に対して、心よりお

悔やみ申し上げますとともに、現在闘病中の

方々が一刻も早く回復され、社会に復帰されま

すことを心よりお祈り申し上げます。 

 さらには、医療現場で昼夜を問わず頑張って

おられます医療従事者の方々に対して、心より

感謝と敬意を申し上げます。 

 このたびの一般質問は、三密を避けることと、

できるだけ同じ質問を避けるために、会派代表

及び政党代表として質問することになり、６名

の議員が代表して質問することになりました。

質問の機会をいただきましたことに対して、議

員諸兄に心より感謝を申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症の現況は、

日々刻々と変わっております。この質問につい

ても、５月15日の質問予告であり、少々遅きに

失した感がありますことをご理解いただけます

ように、また、既に対応済みであれば、そのこ

とを市民の方々にお知らせする意味で、ご答弁、

対応いただきますことをお願い申し上げます。 

 初めの質問は、給食関連の質問であります。 

 学校教育法第19条において、経済的理由によ

って就学困難と認められる学齢児童生徒の保護

者に対しては、市町村は必要な援助を与えなけ

ればならないとされております。 

 そこで、このたびの新型コロナウイルス感染

症の影響を受けて学校が閉鎖されており、もち

ろん学校給食も停止されているわけであります。

私の経験でありますが、給食がないということ

は、昼食がなく、新たに昼食を準備しなければ

ならないこと、低所得の家庭では家計がさらに

厳しくなるなど、子供の健康管理が大変心配に

なってまいります。実際、長井市でも数年前、

夏休み中、児童生徒への給食がなく、唯一の食

事が取れなく、痩せ細っていたことが問題にな

りました。要保護世帯、準要保護世帯への給食

費の補助、支援はどうなっているのかお尋ねい

たします。 

 さらには、子供に接する機会もなく、個々人

の健康状態など、どのように把握されていたの


